
5 平成22（2010）．2．5 4
◇市報は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）、市議会だよりは１・４・７・１０月の最終日曜日に発行します。新聞折り込みのほか、
市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

神
社
。
幼
稚
園
年
中
～
小
学
生

の
男
子
と
保
護
者
。
野
外
料
理

体
験
と
ゲ
ー
ム
。
緯
宮
崎　
０４２

（
３
４
３
）
３
３
８
５

胸
乳
幼
児
～
小
学
生
を
持
つ
母

の
集
い　

生
活
リ
ズ
ム
と
朝
食

の
工
夫　

２
月　

日
（
月
）
午

１５

前　

時
～
正
午
。
東
部
市
民
セ

１０
ン
タ
ー
。
実
費
。
子
ど
も
同
伴

可
。
緯
武
蔵
野
友
の
会
田
無
小

平
・
小
野
０
４
２
（
４
６
３
）

０
２
２
５

胸
第
７
回
市
民
う
た
ご
え
祭
り

　

２
月　

日
（
日
）
午
後
２
時

２１

～
４
時
。
中
央
公
民
館
ホ
ー

ル
。無
料
。後
援
…
小
平
市
社
会

福
祉
協
議
会
、
小
平
市
教
育
委

員
会
。
緯
熟
年
い
き
い
き
会
・

太
田　

（
３
４
１
）
８
６
０
４

０４２

胸
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど
ん
作
り

　

２
月　

日
（
日
）
午
前
９
時

２８

　

分
～
正
午
。
中
央
公
民
館
。

３０５
百
円
。
申
込
み
…
往
復
は
が

き
で
、
武
蔵
野
手
打
ち
う
ど
ん

保
存
普
及
会
・
野
島
實
（
仲
町

５
６
７
們　

）
へ
（
先
着
順
）

１３

胸
国
土
交
通
大
学
校　

ス
プ
リ

ン
グ
ス
ク
ー
ル　

３
月
５
日

（
金
）
午
前
９
時　

分
か
ら
。

４０

高
校
生
以
上
。
公
開
講
座
「
剣

岳
に
三
角
点
を　

三
角
点
を
作

っ
た
人
々
」、
立
体
地
図
展
示
、

都
道
府
県
木
め
ぐ
り
ほ
か
。
申

込
み
…
２
月　

日
（
金
）
ま
で
。

２６

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
国
土
交
通
大
学
校
総
務
課
へ

緯　

（
３
２
１
）
１
５
４
１

０４２
胸
津
田
塾
大
学
創
立
１
１
０
周

年
記
念
連
続
企
画
展　

津
田
塾

生
の
今
と
昔　

９
月　

日（
木
）

３０

ま
で
の
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
除
外
日
は
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
、
図
書
館
休
館
日
に
準
ず

る
）。
津
田
塾
大
学
津
田
梅
子

資
料
室
。
無
料
。
津
田
梅
子
没

後　

年
記
念
展
示
同
時
開
催
。

８０
申
込
み
…
事
前
に
津
田
梅
子
資

料
室
へ
緯　

（
３
４
２
）
５
２

０４２

１
９

胸
フ
ラ
ダ
ン
ス
体
験　

２
月
９

日
（
火
）
午
後
２
時　

分
か
ら
。

３０

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
。
５
百

円
。
経
験
者
も
可
。
緯
プ
ア
ラ

レ
ア
フ
ラ
グ
ル
ー
プ
花
小
金

井
・
寺
川
０
９
０
（
７
２
１
８
）

１
６
８
１

 
★
漢
方
い
き
い
き
塾　

第
２
土

曜
日
午
前　

時
～　

時　

分
。

１０

１１

３０

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
ル

ネ
こ
だ
い
ら
。
無
料
。
漢
方
の

基
本
的
知
識
を
学
ぶ
。
緯
川
島

０
４
２
（
４
６
１
）
１
７
９
７

★
多
摩
ハ
イ
キ
ン
グ
同
好
会　

多
摩
・
秩
父
の
登
山
と
東
京
近

辺
散
策
。
月
５
～
７
回
平
日
。

月
１
回
計
画
説
明
会
あ
り
。
年

会
費
４
千
円
。
緯
安
倍
０
４
２

（
４
５
８
）
１
４
９
９

★
健
康
ヨ
ー
ガ
セ
ラ
ピ
ー
、
バ

ラ
ン
ス
整
体
体
操　

ゆ
ら
り
ん

の
会　

第
１
・
３
木
曜
日
午
後

７
時
～
９
時
。
中
央
公
民
館
。

月
会
費
２
千
円
（
一
日
体
験
は

１
千
円
）。
緯
藤
井
０
９
０（
２

４
７
４
）
６
３
６
０

★
西
洋
史
に
親
し
む
会　

現
代

史
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
学

ぶ
。
第
２
・
４
金
曜
日
午
前　
１０

時
～
正
午
。
上
水
南
公
民
館
。

月
会
費
２
千
円
（
資
料
代
別
）。

緯
横
山
０
４
２
（
４
６
６
）
０

６
６
８

★
健
康
体
操
・
ス
ト
レ
ッ
チ　

水
曜
体
操
け
や
き
の
会　

水
曜

日
午
前　

時
～
正
午
。
花
小
金

１０

井
北
地
域
セ
ン
タ
ー
ほ
か
。
入

会
金
１
千
円
、
月
会
費
１
千
５

百
円
。
中
高
年
。
緯
川
上
０
４

２
（
４
５
９
）
５
６
７
８

★
大
沼
カ
ラ
オ
ケ
愛
好
会　

第

２
・
４
金
曜
日
午
後
７
時
～
９

時
。
大
沼
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円（
教
材
費
別
）。
緯
齊
藤
０

９
０
（
８
７
２
７
）
４
９
７
９

（
夜
間
）

★
英
会
話
サ
ー
ク
ル　

月
２
回

火
曜
日
午
前
９
時　

分
～
正

５０

午
。
花
小
金
井
北
公
民
館
。
月

会
費
２
千
円
。
外
国
人
講
師
、

保
育
あ
り
（
保
育
の
方
優
先
）。

緯
堀
川
０
４
２
（
４
６
３
）
６

３
９
９

★
和
み
の
ヨ
ー
ガ
サ
ー
ク
ル　

第
１
・
３
木
曜
日
午
後
２
時
～

４
時
。
美
園
地
域
セ
ン
タ
ー
。

月
会
費
２
千
円
。
緯
田
辺
０
８

０
（
５
１
８
４
）
３
３
７
４

★
三
味
線
、
民
謡
童
謡　

伊
鈴

会　

第
１
・
３
月
曜
日
午
前
９

時　

分
～
正
午
。
天
神
地
域
セ

３０
ン
タ
ー
。
月
会
費
２
千
円
。
緯

落
合　

（
３
４
４
）
４
７
８
０

０４２

★
喜
平
俳
句
会　

第
２
土
曜
日

午
後
１
時　

分
～
４
時
。
喜
平

３０

図
書
館
。
月
会
費
１
千
円
。
緯

塚
本　

（
３
２
６
）
０
３
５
３

０４２

（
午
後
５
時
以
降
）

★
茶
道　

梨
花
の
会　

第
１
・

３
月
曜
日
午
後
１
時　

分
～
５

３０

時
。
天
神
地
域
セ
ン
タ
ー
。
月

会
費
２
千
円
（
茶
菓
子
代
別
）。

裏
千
家
。
緯
森
賀　
（
３
３
２
）

０４２

０
３
３
９

★
水
彩
ス
ケ
ッ
チ　

遊
画
会　

第
１
・
３
水
曜
日
午
前　

時
～

１０

正
午
。
仲
町
公
民
館
ほ
か
。
月

会
費
２
千
円
（
コ
ピ
ー
代
別
）。

緯
田
中　
（
３
３
２
）３
０
１
８

０４２

胸
国
際
パ
テ
ィ
シ
エ
調
理
師
専

門
学
校
・
国
際
健
康
植
物
科
学

専
門
学
校
学
園
祭　

２
月　

日
１３

（
土
）・　

日
（
日
）
午
前　

時

１４

１０

～
午
後
４
時
（　

日
は
午
後
３

１４

時
ま
で
）。
卒
業
作
品
展
示
、

実
習
体
験
、
喫
茶
・
軽
食
、
菓

子
の
販
売
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
ほ
か
。
緯
国
際
パ
テ
ィ
シ
エ

調
理
師
専
門
学
校　
（
３
４
４
）

０４２

５
８
８
０

胸
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
小
平
第
三

団
新
春
の
集
い
（
体
験
入
隊
）

　

２
月　

日
（
日
）
午
前　

時

１４

１０

～
午
後
１
時　

分
。
鈴
木
稲
荷

３０
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　第４回目は、「市民一人当たりの市税」についてお知らせします。
　市税には、個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税
などがあり、市の歳入の根幹をなす財源となっていますが、景気
動向や税制の動きなどにより、歳入額は大きく変化します。

　平成２０年度、普通会計における市民一人当たりの市税は約１７万
円で、多摩２６市平均約１７万９，０００円を下回りました。平成１９年度と
比較をすると、市民一人当たりの市税は約２，７００円減少し、２６市中
の順位も１４位から１５位へ下がりました。過去最高の収入額となっ
た平成１９年度から一転して、平成２０年度は年度後半の世界的な景
気後退の影響を受け、法人市民税が大幅な収入減となりました。
　さらに平成２１年度は、法人市民税に加え、個人所得の影響が翌年
度に出る個人市民税の減収も予想されます。景気回復が待たれる
ところですが、当面の間は、歳出の抑制や市債の借り入れ、基金
の取り崩しにより、市税の減収に対応していくことになります。

④市民一人当たりの市税シリーズ

平成２０年度　普通会計市民一人当たりの
市税は約１７万円でした。

ご意見・ご感想をお寄せください
俊 ０４２（３４６）９５１３、死 zaisei@city.kodaira.lg.jp

問合せ　財政課緯０４２（３４６）９５０４

確
定
申
告
は
税
務
署
へ

還
付
申
告
は
受
付
中

 　

確
定
申
告
は
、
一
年
間
の
所

得
と
税
額
を
計
算
し
て
、
所
得

税
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手
続

き
で
す
。

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
の

２１

提
出
お
よ
び
納
税
は
３
月　

日
１５

（
月
）
ま
で
で
す
。
申
告
書
は

本
人
、
ま
た
は
依
頼
を
受
け
た

税
理
士
が
計
算
・
記
入
し
て
、

期
限
ま
で
に
税
務
署
へ
申
告
・

納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

※
土
曜
・
日
曜
日
な
ど
に
申
告

書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
税
務

署
正
門
左
側
の
時
間
外
文
書
収

受
箱
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
東
村
山
税
務
署
で
は
、
２
月

　

日
（
日
）・　

日
（
日
）
の
午

２１

２８

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
（
午
前

８
時　

分
開
場
）ま
で
に
限
り
、

３０

確
定
申
告
書
の
書
き
方
の
ア
ド

バ
イ
ス
、
用
紙
の
配
付
お
よ
び

申
告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
当
日
は
国
税
の
領
収
、

確

定

申

告

は

期

限

内

に

-

/

.
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納
税
証
明
書
の
発
行
、
電
話
で

の
相
談
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 　

計
算
、
記
入
済
み
の
申
告
書

は
、
郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ

る
送
付
で
も
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
提
出

す
る
封
筒
の
裏
面
に
住
所
・
氏

名
を
必
ず
書
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
の
「
控
え
」

に
受
付
印
が
必
要
な
方
は
、
住

所
、
氏
名
な
ど
を
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
記
入
の
う
え
、
切
手
を
は
っ

た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く

だ
さ
い
（
鉛
筆
書
き
は
不
可
）。

 　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.j

p

）
内
の
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
で
入
力
し
、
印

送
付
に
よ
る
提
出
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

確
定
申
告
書
が

作
成
・
提
出
で
き
ま
す

-

/

.
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刷
（
白
黒
で
も
可
）
し
た
確
定

申
告
書
等
を
、
そ
の
ま
ま
税
務

署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
入
力
し
た
申
告
書
デ

ー
タ
に
電
子
証
明
書
を
添
付
し

て
、
そ
の
ま
ま
送
信
（
提
出
）

で
き
る
ｅ
們
Ｔ
ａ
ｘ
が
あ
り
ま

す
。
ｅ
們
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る

に
は
、
所
定
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な

い
方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合

は
税
務
署
へ
確
定
申
告
を
す
る

と
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

▽
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

▽
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど

で
取
得
し
た

▽
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た

▽
年
の
途
中
で
退
職
し
た

▽
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い

還
付
申
告
を
受
付
中

-

/

.
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所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
申
告
は
、
１
月
か
ら
税
務

署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
所

得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
る
２

月　

日
（
火
）
以
降
は
混
雑
し

１６
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
勤
務
先
や
年
金
支
払
者
か
ら

交
付
さ
れ
た
、
給
与
所
得
や
公

的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
控
除
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

領
収
書
や
証
明
書
な
ど
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
本
人
名
義
の
振
込
先
と
認
め

印
が
必
要
で
す
。

 
怯
税
務
署
で
申
告
書
作
成
会
場

を
開
設

　

還
付
申
告
な
ど
、
確
定
申
告

書
の
書
き
方
な
ど
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
印
鑑
、

筆
記
用
具
、
計
算
機
、
前
年
申

告
さ
れ
た
方
は
そ
の
控
え
な
ど

を
持
参
の
う
え
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
市
役
所
で
受
付
す
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所

得
税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
な
ど
の
相
談
は

-

/

.

0

111

111

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

怯
パ
ソ
コ
ン
申
告
セ
ン
タ
ー
を

開
設

　

東
京
国
税
局
が
、
平
成　

年
２１

分
の
確
定
申
告
期
間
中
、
Ｉ
Ｔ

を
利
用
し
た
申
告
を
推
進
す
る

た
め
に
開
設
し
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日
（
月
）
ま

１５

で　

午
前
９
時　

分
～
午
後
５

１５

時
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

と
こ
ろ　

ア
ク
ア
プ
ラ
ザ
（
新

宿
区
西
新
宿
６
們
５
們
１　

新

宿
ア
イ
ラ
ン
ド
地
下
１
階
）

※
居
住
地
に
か
か
わ
ら
ず
利
用

で
き
ま
す
。

内　

容　

パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
所

得
税
・
個
人
消
費
税
な
ど
の
確

定
申
告
書
等
作
成
に
お
け
る
ア

ド
バ
イ
ス
（
土
地
、
建
物
お
よ

び
株
式
な
ど
の
売
却
に
よ
る
譲

渡
所
得
や
贈
与
税
の
相
談
を
除

く
）、
受
付
（
預
か
り
）

※
提
出
さ
れ
た
申
告
書
な
ど

は
、
住
所
地（
納
税
地
）を
所
轄

す
る
税
務
署
に
送
付
し
ま
す
。

※
今
年
は
、
広
域
還
付
セ
ン
タ

ー
（
東
京
駅
）
の
開
催
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署
（
〒

　

們
８
５
５
５　

東
村
山
市
本

１８９町
１
們　

們　

）
緯　

（
３
９

２０

２２

０４２

４
）
６
８
１
１

 　

都
で
は
、
法
人
二
税
・
地
方

法
人
特
別
税
、　

区
内
の
事
業

２３

所
税
・
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）
に
つ
い
て
、
地
方
税
ポ
ー

タ
ル
シ
ス
テ
ム（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）

を
利
用
し
た
電
子
申
告
な
ど
の

受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
電
子
納
税
も
可
能
で
、
対

象
税
目
は
、
法
人
二
税
・
地
方

法
人
特
別
税
、　

区
内
の
事
業

２３

所
税
で
す
。
Ｐ
ａ
ｙ
們
ｅ
ａ
ｓ

ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）
を
通
じ
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
け

払
い
機
）
な
ど
か
ら
納
付
で
き

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
主
税
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.elt

ax.jp

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

▽
利
用
手
続
き
に
つ

い
て
…
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
緯
０

５
７
０
（
０
８
１
４
５
９
）

▽
申
告
内
容
や
審
査
、
納
税
に

つ
い
て
…
立
川
都
税
事
務
所
法

人
事
業
税
係
・
徴
収
管
理
係
緯

０
４
２
（
５
２
３
）
３
１
７
１

地
方
税
版
電
子
申
告

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の

ご

利

用

を

 
怯
募
集
す
る
住
宅

陰
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
よ
る
募
集

（
家
族
向
の
み
）

　

ひ
と
り
親
世
帯
、
高
齢
者
世

帯
、
心
身
障
が
い
者
世
帯
、
多

子
世
帯
、
特
に
所
得
の
低
い
一

般
世
帯
、
車
い
す
使
用
者
世
帯

が
対
象
で
す
。

隠
単
身
者
向
、
単
身
者
用
車
い

す
使
用
者
向
、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

住
宅

　

シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住
宅
と
は
、

　

歳
以
上
の
単
身
者
ま
た
は
２

６５人
世
帯
向
け
の
住
宅
で
す
。

韻
事
業
再
建
者
向
定
期
使
用
住

宅
　

事
業
の
再
建
に
向
け
て
意
欲

都
営
住
宅
の

申
込
書
配
布
中

的
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者
を

居
住
面
か
ら
支
援
す
る
も
の
で

す
。

申
込
書（
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）

配
布　

２
月　

日
（
水
）
ま
で

１０

▽
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市

役
所

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
市
民
課
で
は
、
２
月
６

日
（
土
）
の
午
前
８
時　

分
か

３０

ら
午
後
０
時　

分
ま
で
も
配
布

１５

し
ま
す
。

▽
都
庁
、
東
京
都
住
宅
供
給
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー
・
各
窓
口
セ

ン
タ
ー
（
韻
の
み
、
東
京
都
中

小
企
業
振
興
公
社
、
各
地
域
中

小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
で
も
配

布
）

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
た

だ
し
、
都
庁
第
一
庁
舎
１
階
東

京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
、
東
京

都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
で
は
、
２
月
６
日
（
土
）
・

７
日
（
日
）
の
午
前
９
時　

分
３０

か
ら
午
後
５
時
ま
で
も
配
布
し

ま
す
。

▽
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.t

o-kousya.or.jp

）か
ら
、
配

布
期
間
中
、
各
申
込
書
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込
み　

２
月　

日
（
月
）
ま

１５

で（
必
着
）に
、
申
込
書
を
送
付

問
合
せ　

陰
、
隠
に
つ
い
て
は

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ

ン
タ
ー
緯
０
５
７
０
（
０
１
０

８
１
０
）、
２
月　

日
（
金
）

１２

以
降
と
韻
に
つ
い
て
は
緯　
０３

（
３
４
９
８
）
８
８
９
４
（
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

申告書発送は２月５申告書発送は２月５日日（金）（金）

対象となる金額対象となるサービス
１割自己負担額と居住費・食費にか
かる自己負担額の合計の２分の１

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
地域密着型介護老人福祉施設施　

設 １割自己負担額と居住費・食費にか
かる自己負担額

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

サービス利用の際の自己負担額と食
費にかかる自己負担額
※保険給付の支給限度額超過分（全
額自己負担となった部分）も控除
の対象となります。

●訪問看護
●介護予防訪問看護
●訪問リハビリテーション
●介護予防訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護予防居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション（デイケア）
●介護予防通所リハビリテーション

医　
　

療　
　

系居　

宅　

サ　

ー　

ビ　

ス

１割自己負担額と滞在費・食費にか
かる自己負担額

●短期入所療養介護（ショートステイ）
●介護予防短期入所療養介護

１割自己負担額
※居宅サービス計画（ケアプラン）
または介護予防サービス計画に位
置づけられ、医療系介護サービス
といっしょに利用していることが
前提です。
※保険給付の支給限度額超過分（全
額自己負担となった部分）は控除
の対象となりません。
※通所介護の食費、短期入所生活介
護の滞在費・食費は控除の対象と
なりません。

●訪問介護（生活援助を除く）
●夜間対応型訪問介護
●介護予防訪問介護
●訪問入浴介護
●介護予防訪問入浴介護
●通所介護（デイサービス）
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護（ショートステイ）
●介護予防短期入所生活介護

福　
　

祉　
　

系

g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
都

２２

民
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月　
１６

日
（
火
）
か
ら
３
月　

日
（
月
）

１５

ま
で
で
す
。

　

受
付
開
始
直
後
お
よ
び
受
付

終
了
前
の
数
日
間
は
、
会
場
が

混
雑
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
も

っ
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月　

日
～
３
月　

１６

１５

日
の
月
曜
～
金
曜
日　

午
前
９

時
～　

時　

分
、
午
後
１
時
～

１１

３０

４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
２
０
１

会
議
室

※
申
告
書
は
、
送
付
な
ど
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
当
日
は
、
給
与
収
入
、
年
金

収
入
の
簡
易
な
所
得
税
還
付
申

告
書
記
入
の
相
談
、
申
告
書
受

付
も
行
い
ま
す
。
申
告
に
必
要

な
書
類
は
、
事
前
に
準
備
し
て

く
だ
さ
い
。

 　

税
務
課
で
は
、
次
の
２
日
間

土
曜
相
談
・
受
付

窓

口

を

開

設

-
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都
内
の
全
市
町
村
が
共
同
で

運
営
す
る
交
通
災
害
共
済
（
ち

ょ
こ
っ
と
共
済
）
は
、
加
入
し

た
会
員
の
皆
さ
ん
が
万
一
、
交

通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
に
見
舞

金
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

　

現
在
、
平
成　

年
度
分
の
加

２２

入
を
受
付
中
で
す
。

共
済
期
間　

平
成　

年
４
月
１

２２

日
～
平
成　

年
３
月　

日

２３

３１

※
４
月
１
日
以
降
に
申
込
み
の

場
合
は
、
会
費
を
納
め
た
日
の

翌
日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日

２３

３１

ま
で
。

会　

費　

Ａ
コ
ー
ス
１
千
円
、

Ｂ
コ
ー
ス
５
百
円（
１
人
１
口
）

加
入
資
格　

市
内
在
住
で
、
共

済
期
間
開
始
日
に
住
民
登
録
ま

た
は
外
国
人
登
録
の
あ
る
方

※
就
学
に
よ
り
東
京
都
の
市
町

村
以
外
に
転
出
し
て
い
る
方
も

会
員
と
生
計
が
同
じ
場
合
は
加

入
で
き
ま
す
。

申
込
み　

申
込
書
に
会
費
を
添

え
て
、
申
込
み
先
へ

※
２
月
１
日
（
月
）
か
ら
、
申

込
書
付
き
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
各

家
庭
に
配
布
し
ま
す
。

申
込
み
先　

▽
市
内
の
金
融
機

関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵

便
局
を
除
く
）

▽
三
井
住
友
銀
行
東
大
和
支
店

▽
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
国
分

寺
支
店

q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

の
土
曜
日
に
、
平
成　

年
度
市

２２

民
税
・
都
民
税
の
申
告
書
作
成

の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
付

を
行
い
ま
す
。

と　

き　

２
月　

日
（
土
）・

２０

　

日
（
土
）　

午
前
９
時
～　

２７

１１

時　

分
３０

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
２
０
１

会
議
室

※
こ
の
２
日
間
以
外
の
土
曜
窓

口
で
は
、
取
り
扱
い
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２

　

６
か
月
以
上
寝
た
き
り
、
ま

た
は
認
知
症
な
ど
で
複
雑
な
介

護
を
要
し
、
日
常
生
活
に
支
障

の
あ
る　

歳
以
上
の
方
は
「
障

６５

害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
た

方
」
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、

福
祉
事
務
所
長
の
認
定
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

納
税
者
本
人
、
ま
た
は
被
扶

養
者
が
認
定
を
受
け
る
と
、
所

得
税
・
住
民
税
の
障
害
者
控
除

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

申
請
窓
口　

高
齢
者
福
祉
課

（
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
２

階
）

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
６
４
２

　

確
定
申
告
の
際
に
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
は
、
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　

医
療
費
控
除
の
申
告
に
は
、

領
収
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

や
保
険
か
ら
の
払
い
戻
し
な
ど

利
用
料
の
補
て
ん
が
あ
る
場
合

は
、
支
払
っ
た
金
額
か
ら
補
て

ん
さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
て
申

医療費控除医療費控除のの
対 象 と な対 象 と な るる
介護保険サー介護保険サービビスス

告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

介
護
保
険
料

は
、
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す

が
、
年
金
か
ら

保
険
料
を
引
か

れ
て
い
る
場
合

は
、
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る

の
は
年
金
受
給

者
な
の
で
、
そ

の
親
族
が
社
会

保
険
料
控
除
と

し
て
申
告
す
る

こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
確
定
申
告
に

つ
い
て
は
、
東

村
山
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

怯
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
は

確
認
書
で
代
用
で
き
ま
す

　

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
が
医

療
費
控
除
と
し
て
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
医
師
の
お
む
つ
使

用
証
明
書
が
必
要
で
す
が
、
次

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

市
が
交
付
す
る
確
認
書
で
代
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
交
付

を
希
望
す
る
方
は
、
事
前
に
介

護
福
祉
課
認
定
係
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医

療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年

目
以
降

▽
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
方

が
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る

▽
市
役
所
１
階
会
計
課
窓
口

（
申
込
書
は
１
階
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係
に
あ
り
ま
す
）

▽
東
部
・
西
部
出
張
所

▽
動
く
市
役
所

問
合
せ　

保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
緯　

（
３
４
６
）
９
５
３

０４２

１
 

と　

き　

２
月　

日
（
木
・
祝
）

１１

　

午
前　

時
～
午
後
４
時

１０

と
こ
ろ　

ア
ス
タ
ビ
ル
２
階
セ

ン
タ
ー
コ
ー
ト
（
西
武
新
宿
線

田
無
駅
北
口
）

問
合
せ　

西
東
京
市
生
活
環
境

部
生
活
文
化
課
緯
０
４
２
（
４

３
８
）
４
０
４
０

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）

出

張

受

付

  
と　

き　

３
月
７
日
（
日
）　

午
前
９
時
～
正
午

と
こ
ろ　

小
平
消
防
署
（
仲
町

　

）
２１費　

用　

１
千
４
百
円
（
テ
キ

ス
ト
・
人
工
呼
吸
用
マ
ス
ク
代

を
含
む
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

定　

員　
　

人
３０

内　

容　

心
肺
そ
せ
い
法
（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
の
取
り
扱

い
を
含
む
）、異
物
除
去
法
ほ
か

※
動
き
や
す
い
服
装
（
ス
カ
ー

ト
不
可
）、
ス
ニ
ー
カ
ー
な
ど

で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

※
講
習
修
了
者
に
、
後
日
、
救

命
技
能
認
定
証
を
交
付
し
ま

普
通
救
命
講
習

す
。

※
災
害
発
生
時
な
ど
に
は
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　

小
平
消
防
署
救
急
係

へ
（
先
着
順
）
緯　

（
３
４
１
）

０４２

０
１
１
９

 　

防
火
・
防
災
に
関
す
る
知
識

消
防
少
年
団
員
を
募
集

や
技
術
を
身
に
つ
け
、
団
体
生

活
を
通
じ
て
責
任
感
あ
る
人
間

を
育
て
る
と
と
も
に
、
社
会
に

奉
仕
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

活
動
日　

土
曜
・
日
曜
日
を
中

心
に
、
月
１
・
２
回

対　

象　

原
則
、
市
内
在
住
の

新
小
学
４
年
・
５
年
生

定　

員　
　

人
程
度

１５

内　

容　

１
１
９
番
通
報
の
し

か
た
や
消
火
器
の
使
い
方
、
応

急
救
護
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
野

外
活
動
、
社
会
奉
仕
活
動
ほ
か

申
込
み　

２
月　

日
（
日
）
か

１４

ら
３
月　

日
（
金
）
ま
で
に
、

１２

小
平
消
防
署
生
活
安
全
担
当
へ

（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
新
４

年
生
を
優
先
）
緯　
（
３
４
１
）

０４２

０
１
１
９

 
四  

島 

返

還

し 

ま

 
日  
ロ 
の
明
日
を　

ひ
ら
く
鍵

に
ち 

ろ２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日
で
す

U
U

U
U
U
U

▽
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
方

の
寝
た
き
り
度
・
尿
失
禁
が
、

介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
（
当

該
年
に
発
行
し
た
も
の
）
で
確

認
で
き
る

※
確
認
書
の
交
付
に
は
、
手
数

料
が
２
百　

円
必
要
で
す
。

５０

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
（
健
康

福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
１
階
）
緯

　

（
３
４
６
）
９
７
５
９

０４２

な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
保
険

２１

料
額
は
源
泉
徴
収
票
や
領
収

書
、
通
帳
な
ど
で
確
認
で
き
ま

す
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
、
納

付
額
を
書
面
で
欲
し
い
と
い
う

方
は
、
問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

控
除
の
対
象
者　

保
険
料
を
年

金
天
引
き
で
納
め
て
い
る
方

は
、
年
金
受
給
者
本
人
に
社
会

保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
一
方
、
口
座
振
替
を
選
択

す
る
と
、
口
座
の
名
義
人
に
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
希
望
す
る
方

は
、
問
合
せ
先
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
８

　

市
報
１
月　

日
号
で
も
お
知

２０

ら
せ
し
ま
し
た
が
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
は
、
確
定
申
告

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

ちょっと教えて　市民税・都民税
　皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました。

回　　　答質　　　問

小平市へ申告をしてください。市民税・都民税は、今年の１月１日に
住んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の１
月２日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。

昨年、小平市へ転入し
ました。今年の市民
税・都民税はどこへ申
告すればよいのでしょ
うか。

申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減措置の判定
や、都営住宅の収入報告に添付する非課税証明書の発行などができま
せん。ただし、同居の親族の扶養となっている場合は、申告の必要は
ありません。

昨年中は収入がありま
せんでした。申告の必
要はありますか。

年間の給与収入が１０３万円（給与所得に換算すると３８万円）までなら
ば扶養に入ることができます（所得税はかかりません）。ただし、市民
税・都民税は給与収入が１００万円を超えるとかかる場合があります。
給与以外の所得がある方は、合計所得金額が３８万円以下であれば扶養
に入ることができます。

アルバイトをしていま
すが、扶養に入れるで
しょうか。

申告が必要です。単身赴任されている方など市外に住んでいる方の給
与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っている
ことを確認できません。お手数ですが、あなたを扶養している方の住
所・氏名などを記入した市民税・都民税の申告書を提出してください。

単身赴任の夫の扶養と
なっていますが、市民
税・都民税の申告は必
要ですか。

必要ありません。税務署に確定申告（還付申告を含む）をすると、申
告書に記入された１月１日の住所地の市区町村にその資料が送られ
ます。

税務署に確定申告書を
提出しましたが、市役
所への申告も必要です
か。

・平成２１年中の収入状況がわかる書類…源泉徴収票や支払明細書ほか
・控除を受けるための必要書類…生命保険料・地震保険料・国民年金
保険料などの控除証明書（年末調整用としてすでに勤務先へ提出し
ている方は不要）、医療費の領収書、障害者手帳ほか

・印鑑

市民税・都民税の申告
には、何を持参すれば
よいのですか。

２月１６日（火）
 

３月１５日（月）
〜市民税・都民税市民税・都民税のの

申告は市役所　　　　申告は市役所へへ
市民税・都民税市民税・都民税のの

申告は市役所　　　　申告は市役所へへ

寝たきり高齢者などに

障害者控除障害者控除がが
適用されま適用されますす

後期高齢者医療

保険料は控除の

対象になります

掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
書
広
報
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
０
５

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）の

　
　
　

加
入
受
付
始
ま
る


